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第１章  総  則 

 

第１節 一般事項 

１ 概  要 

本仕様書は、「(そ-23)平瀬浄水場第1系列薬品沈殿池管廊配管更新工事」に関して、必要な

事項を定めたものである。 

本仕様書に定めない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標

準仕様書（建築工事・電気設備・機械設備編）（最新版）」・「公共建築改修工事標準仕

様書（建築工事・電気設備・機械設備編）（最新版）」、「建築工事監理指針（最新版）

」、日本水道協会「水道施設設計指針」及び「水道維持管理指針」・全国簡易水道協議会「水

道事業実務必携」、並びに甲府市上下水道局職員（以下「監督員」と記す）と協議の上、その

指示によるものとする。 

 

２ 工  期 

着工日より令和8年10月30日までとする。 

 

３ 施工について 

（１） 本特記仕様書および添付図面に明記していないものでも、本工事の目的並びに工事施工上

当然必要なものは監督員と協議のうえ、請負者の負担で整備または施工しなければならな

い。 

（２） 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。 

（３） 工事に必要な用水は局支給とする。ただし、これに要する仮設材料及び工事は、請負者の

責任で処理するものとする。 

（４） 重要な工作物に近接して工事を施工する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の

応急措置および連絡方法等について監督員と協議しこれを遵守しなければならない。 

（５） 工事現場が隣接又は同一場所において施工する別途工事と競合する場合は、相互に協議・

協力して処理しなければならない。 

（６） 施工においては、事前に施工計画書、材料承諾申請書類、施工図等を監督員に提出し、そ

の承諾を得てから施工するものとする。 

（７） 下請施工体系図の作成及び提出 

1. 「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、

受注者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請

負者まで反映させた「下請負施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容

を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。 

なお、提出は打合せ簿によるものとする。ただし、メールによる提出も可能なもの

とし、この場合は、後日、打合せ簿を提出するものとする。 
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４ 提出図書類 

本工事において請負者は次の書類を提出すること。 

（１）承諾図書類 

部数 ２部 

本工事における主要材料等については、契約締結後速やかに主任技術者等担当技術員を本

局に派遣し、本特記仕様書および設計図書類に基づき、設計、仕様、施工等に関し詳細に打

ち合わせを行い、その結果をまとめて承諾図として提出し、本局の承諾を得ることとする。 

承諾図書類は次のとおりとする。 

１）材料の仕様証明書 

２）作業員名簿 

３）細菌検査報告書（赤痢菌・腸チフス・パラチフス菌・サルモネラ・大腸菌O-157） 

※作業員全員６箇月以内に検査を実施したものとする 

４）工事施工計画書（作業内容・使用機材・場内機器配置図） 

５）工事工程表（月間・週間） 

６）工事打合せ簿（議事録含む） 

７）その関係図書類（計算書・検討書・報告書等） 

８）監督員が指示する図書類 

（２）完成図書類 

１）竣工検査用 １部 

２）黒表紙   １部（金文字仕様） 

３）電子版   １部 

 

※完成書類添付の工事写真について 

・電子媒体により納品すること。ただし、着工前、完成の写真のみ印刷し、完成書類へ

綴じること。 

・納品時には、正副1部ずつを納品すること。 

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、Ｄ

ＶＤ－Ｒの使用も可とする。 

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。 

（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新

のデータに更新したものを利用すること。） 

・電子媒体には以下の情報を明記すること。 

① 工事名称 

② 工事場所 

③ 契約番号 

④ 発注者担当部署名称 

⑤ 請負者名称 

⑥ 作成年月 

⑦ 何枚目／総枚数 

⑧ ウイルスチェックに関する情報 
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⑨ ＣＤ－Ｒフォーマット形式 

⑩ 電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。 

・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式で編集したもので、従来 の印刷物写真と

同様な確認ができるものとする。 

・写真データは、100 万画素以上とし、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に

合わせて編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。 

・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物または電子デ

ータと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者との協議による。 

・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。 

・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により、従来

の印刷物による納品も可とする。 

・工事写真撮影は、工事着手前、工事中、工事完了を同一方向から撮影し、状況の比較

を出来るようにすること。また、工事完了後に外観から確認できない箇所は、こまめ

に写真撮影を行うこと。 

・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。 

（４）その他 

 

５ 関連事業者との協力等 

請負者は工事施工にあたって関連業者との連絡を密にし、工事の進捗を図ると共に工事限界

部分については相互に協力し、全体として支障のない設備とする。なお、関連事業者との取り

合い部分について必要の都度、監督員と十分な協議をするものとする。 

 

 

第２章  特記仕様 

 

第１節 施工内容 

１ 工事概要 

本工事は、(そ-23)平瀬浄水場第1系列薬品沈殿池管廊配管更新工事における配管弁類を更新

するものである。施工にあたり、発注趣旨を十分に理解し、その機能に達するまでに必要な項

目は、発注図書に記載無き事項であっても、誠意をもって実施し、優秀な設備を製作施工しな

ければならない。  

  

２ 工事範囲 

（1） 1系薬品沈殿池管廊内配管弁類  1式 

① 自動排泥弁更新     1式 

②  空気槽更新      1式 

③  電磁弁箱更新     1式 

④  排泥管更新           1式   

⑤  排水管更新       1式 

⑥  給水管更新      1式 
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⑦  圧縮空気管更新     1式 

⑧  床排水管更新       1式 

３ 工事内容 

（1）配管弁類設置工事 

 吐出配管、吸込等、関連する配管弁類の更新を行う。 

（2）鋼製加工品設置工事 

 配管サポート（鋼製）の更新を行う。 

（3）撤去工事 

 更新対象の配管弁類、配管サポート類の撤去を行う。 

 

 

第２節 その他 

１ 施工について 

（1）配管、弁類は、設備の性能が十分発揮できるよう、支持材、接合材を含め、設計、製作、

据付、調整を行うこと。 

（2）異種材質管との接続においては、電食を考慮した施工とすること。 

（3）取り合い部については、位置、フランジ規格等十分確認の上、施工を行うこと。 

（4）据付にあたっては、水準器等によって正確に芯出し調整を行う。 

（5）あと施工アンカーを施工する作業は、原則として（社）日本建築あと施工アンカー協会の

資格を有するものが行うこと。 

 

１ 作業時間について 

原則として、休日または夜間の作業は認めない。ただし、工事の都合上、やむを得ず休日また

は夜間に作業を必要とする場合はあらかじめ監督員の確認を受けなければならない。 

２ 現場の衛生管理 

（1）浄水場内での作業であることを常に認識し施工すること。 

（2）ろ過池内に入るときには、用具、長靴等を消毒し衛生上の配慮をすること。 

（3）仮設トイレを設置し、清潔を保つこと。 

（4）浄水場内で継続して作業に従事する者については、名簿を提出し保菌検査を6箇月に1度実

施し、その結果を監督員に報告しなければならない。 
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第３章  材料仕様 

 

第1節 材料仕様 

1 配管材 

 配管材は以下を基本とする。詳細は、設計書参照のこと。 

 

 

施設 用途 口径 既設管種 更新管種 

1 系薬品
沈殿池

池 

排泥管 150A SGP 内面エポキシ塗装 SUS 
排水管 150A SGP 内外面エポキシ塗装 NCP 
給水管 150〜80A SGP 外面塗装内面エポキシ塗装 NCP 

圧縮空気管 25〜10A SGP 外面塗装 SUS 
床排水管 40A SGP 外面塗装 SUS 

 

2  弁 類  

 設 計 書 参 照 のこと。 

 

3  配 管 サポート 

 材 質 は SUS304 を使 用 する。 

寸 法 形 状 は設 計 図 参 照 のこと。 

 

 

 

第４章  試験及び検査 

 

第１節 一般事項 

１ 概要 

 受注者は、材料の製作終了後、工場及び現場において、試験及び検査を行うものとする。 

 また、必要に応じて所管管庁の試験及び検査を受けなければならない。 

 なお、検査は、本仕様書及び設計図書の承認図による他、JISに定められた試験のあるものはそ

れに従うものとする。 

 

 

2 試験及び検査 

（1）工場試験及び検査の対象となる機器及び材料は、発注者の指示による。 

（2）試験方法及び検査内容は、検査日の1ヶ月前までに検査要領書を発注者に提出し承諾を得なけ
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ればならない。 

（3）検査日当日までに自主検査を行い、検査結果を提出しなければならない。 

（4）検査終了後、速やかに工場試験及び検査結果を取りまとめて、発注者に提出しなければならな

い。 

（5）材料搬入後、速やかに外観、仕様及び員数を受注者で自主検査を行い，自主検査を基に発注者

立会いのもと，検査を行う。 

（6）性能試験等は現況の運用に影響の無いよう、十分に配慮して行うこと。 

 

第５章  週休2日制適用工事 

 

第1節 週休2日制適用工事 

1 概要 

本工事は、週休 2 日制適用工事として、月単位の週休 2 日により取り組むことを標準とし、

さらに、質の向上を図る完全週休 2 日（土日）に取り組むことができる。 

 

2 提出書類 

週休 2 日制の取組については、施工計画書により提出すること。 

 

3 取り扱い 

取り扱いについては、令和 7 年 5 月 15 日から適用する「週休 2 日制適用工事実施要綱」及び

「週休 2 日制適用工事に要する費用の計上について」による。 

 


